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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成22年６月25日に提出いたしました第60期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）有価証券報告書

の記載内容の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　経営上の重要な契約等

(2）当社と黒川木徳証券㈱との株式交換

③株式交換比率の算定根拠

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【経営上の重要な契約等】

(2）当社と黒川木徳証券㈱との株式交換

③株式交換比率の算定根拠

 

（訂正前）

当社は日本中央税理士法人を、黒川木徳証券㈱はやよい監査法人を、それぞれ第三者算定機関として起用

して合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、合併当事者間において協議の上、上記比率を決定

しました。

なお、日本中央税理士法人及びやよい監査法人は、修正純資産方式を用いた上で、これらの分析結果を総合

的に勘案して合併比率を算定しました。

 

（訂正後）

当社は日本中央税理士法人を、黒川木徳証券㈱はやよい監査法人を、それぞれ第三者算定機関として起用

して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、株式交換当事者間において協議の上、上記比

率を決定しました。

なお、日本中央税理士法人及びやよい監査法人は、修正純資産方式を用いた上で、これらの分析結果を総合

的に勘案して株式交換比率を算定しました。
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